
 
 

 
 

 

多年代の建築物を有する城下町の景観特性の把握に関する研究 

－大分県竹田市城下町地区における景観ガイドライン策定に関する研究 その 1－  

正会員 ○長弘 颯太郎*1 同 姫野 由香*2 準会員  後藤 大輝*3 同  清川 智裕*3 正会員  横田 彩夏*1 

７.都市計画―6.景観と都市デザイン 都市計画 

景観法 景観計画 景観ガイドライン    

1 研究の背景と目的               

我が国における景観施策を遡ると,2004 年の景観法

整備以前から,500 を超える自治体が自主条例として景

観条例を制定し,積極的な景観整備・保全に努めてき

た。しかし,自主条例に基づいた規制としての届出勧

告には強制力がない。また,修景に関する税・財政上

の支援体制が不十分 1)であるという課題があった。こ

うした背景から, 2004年に景観法が制定され,自主条例

が,法に基づく景観条例,計画に移行することで,地域の

景観の固有性を保ちつつ,開発のコントロールの実効

性が高まることが期待された 2)。  
しかし,秋田 3)の研究では,自主条例の内容の全てが景

観条例,計画に移行されないことや,移行の際に抽象的な

景観形成基準の記述が生じる問題が指摘されている。 

 また,栗山ら 4)によると景観ガイドライン(以下ガイ

ドライン)は,景観条例と計画の解説,自主ルールによる

景観誘導の2つを主たる目的として,策定されてきたと

している。さらに,ガイドラインの対象範囲を狭くす

ることにより,景観特性や景観形成基準の意図に即し

た,具体的な解説が記述され易いとしている。つまり,

自治体が地域特性を反映した具体性のあるガイドライ

ンの策定を目指す場合は,景観特性に応じて,既存の景

観計画区域を細分化することが重要であることがわか

る。 

各種計画区域注 1)の細分化に関する研究として,松本

ら5)は,対象区域内における住宅や付属屋といった景観

構成要素の現状の分布を調査し,景観特性を明らかに

している。しかし,長期間にわたって新築・改築など

の開発が繰り返され,景観が形成されてきた地域では, 
現存する構成要素の傾向のみから,地域の景観特性を

把握するのは困難である。 
そこで本研究では,自主条例に基づき歴史的な景観

整備・保全に努めてきた地域に注目し,現存する景観

構成要素の調査に加え,古地図等により,過去の土地利

用を調査し,地域の歴史的な景観特性を捉えることで,
区域の細分化を試みる。 
本研究では, 1979 年から自主条例に基づく景観整

備・保全に努めてきた, 江戸時代の町割りが残る大分

県竹田市の城下町地区(注 2を研究対象とする。また,年
代ごとの土地利用や水路の変遷から,城下町地区の街

区を類型化し,城下町地区の細分化の為の知見を得る

ことを目的とする。 
2 研究の方法と研究対象地             

2-1 研究の方法 

本稿その 1 では,3 つの古地図,公図 6)7)8)による文献調

査と現地調査を行う。まず,年代ごと(注 3の敷地数の変

化と,その要因を把握する(3-1)。また,城下町地区にお

いて重要な景観構成要素とされる(注 4水路の位置の変

遷から,街区を類型化する (3-2) 。 
2-2 研究対象地について 

大分県竹田市は,2016 年に竹田市景観計画(以下,景観

計画)を策定した。同計画において,城下町地区は「町

並み景観エリア」として景観形成重点地区(注 2に指定

されている。また,本研究では,古地図 6)7)に描画されて

いる範囲のうち,町割りが大きく変化した箇所 9) を除外

し研究対象地とした(図1)。 
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図1  研究対象地と調査対象の街区 
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3 城下町地区の土地利用変化            
 敷地割や土地利用の変化を調査するにあたり,古地

図 6)7)を用いて ArcGISのジオリファレンス機能により,

図 2-Ⅰ,Ⅱを作図した。図 2-Ⅲについても,同様に,文

献8)から作図した。また本研究では,各地図の参考文献

の作図時期である「1647～1666年」「1869年」「2023年」

を,順に年代Ⅰ,Ⅱ,Ⅲとする。 

3-1 年代ごとの敷地数の変遷 

対象街区を構成する敷地数について,図 2-Ⅰ,Ⅱ,Ⅲを

用いて集計した結果を表1に示す。年代Ⅰでは,街区番

号①~⑩,㊳が城下町ではなかった為,年代ⅠからⅡの比

較においては街区番号⑪~㊲のみで行う。 
敷地数合計に

着目すると, 年代

ⅠからⅡにかけ

て 300件から 633
件に増加(増加

率:211%)している

(表 1 計※)。また,
年代ⅡからⅢに

かけては,740件か

ら 1015 件に増加

(増加率:137.16%)
している。これ

は,年代Ⅰから年

代Ⅲにかけて,城
下町地区の人口

が増加したこと

によると考えら

れる。 
次に, 敷地割数

の増加要因を特

定する為に,街区

ごとの敷地数の

変化率に着目す

る。年代Ⅰから

Ⅱにおいて,各街

区の変化率の平

均である 211%を

上回るのは,街区

番号⑬,⑯~⑲,㉑~
㉗,㉙,㉛~㉝ の 計

16 街区(A 街区群

とする)であっ

た。また,年代Ⅱ

からⅢにおいて,変化率の平均値である 137.16%を上回

るのは街区番号①,②,④~⑩,⑫,⑬,⑮,⑲,⑳,㉘,㉝,㉞,㊲,㊳図2  各年代の敷地割と土地利用 

表1  対象街区ごとの敷地数と変化率 
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の計 19 街区(B 街区群とする)であった。A,B 街区群を

対象に,図 2-Ⅱの土地利用実態から,武家屋敷,掛屋敷,裏
屋敷の数を集計し

た(表 2,3)。まず A
街区群の武家屋敷

の数に着目すると,
街区番号⑬,㉗,㉝以

外の計 13の街区は,
武家屋敷地がない

街区であることが

わかる。さらに,こ
れらの街区内には,
年代Ⅱに掛屋敷と

裏屋敷が出現し

た。掛屋敷は商人

の所有する貸家で

あり,裏屋敷は,通り

に接道しない敷地

にある屋敷であ

る。したがって,江
戸時代の城下町地

区は,商業の発展と

共に地区内人口が

増加し,住居を求め

る町人の需要に対

応すべく,有力な商

人が既存の敷地を

分筆したことが考

えられる。つまり,
同一街区内の敷地数に対し,掛屋敷および裏屋敷の占

める割合が大きい街区は,付近に有力な商家があった

と推察でき,町人地に位置づけられると考えられる。 
次に B 街区群の武家屋敷の数に着目すると, 街区番

号⑮,⑳以外の計 17 の街区は,武家屋敷地である街区で

ある。これから,年代Ⅱ以降,武士の身分制度が消失し

たことで,武家屋敷地が分筆されたと考えられる。 
3-2 水路位置の変遷 
各年代における街区の水路の有無を調査し,表4に結

果をまとめた。対象範囲内に水路がある街区は, 年代

ⅠからⅢにかけ 13,26,34 件と増加傾向にあることがわ

かる。次に,街区の外周水路の有無に注目する。年代

ⅠからⅢにかけて,外周全体

に水路がある街区は, 0,8,8 件,
外周の一部に水路がある街区

は 9,18,26 件と増加傾向にあ

る。一方で,外周に水路が無い

街区は 4,0,0件と年代Ⅱで消失

したことがわかる。以上より,
敷地の分筆に伴う密集化を原

因とした火災への対策として,
年代を問わず街区外周に水路

を整備してきたことが考えられる。 
さらに,街区内水路がある街区に注目すると,年代Ⅰ

からⅡにかけ 10から 14件へと増加している。増加の

要因として,通りに面しない裏屋敷地での居住環境整

備,火災による延焼防止の 2 点が考えられる。しかし,
年代Ⅲにおいて,街区内水路は6件へと減少した。これ

は建築・防火技術の発展によって,水路を延焼防止策

表2  A街区群の敷地種別集計 

表3  B街区群の敷地種別集計 

図3  各年代の水路位置の変遷 

小
あり なし 計

全体 0 0 0
一部 6 3 9
なし 4 - 4
小計 10 3 13
全体 6 2 8
一部 8 10 18
なし 0 - 0
小計 14 12 26
全体 2 6 8
一部 4 22 26
なし 0 - 0
小計 6 28 34

【
年
代Ⅰ

】

【
年
代Ⅱ

】

【
年
代Ⅲ

】

街
区
外
周
水
路
の
有
無

(単位:件) 街区内水路

表4 年代別水路 
の有無 
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として利用する必要性が低下し,水路が消失,又は暗渠

となった為であると考えられる。 
次に,水路位置に基づく街区の類型化を行うために,

街区外周及び内部の水路位置に着目する。各年代の街

区外周水路と街区内水路の変化を図3に示す。また,古
地図 7)は明治初期の図面であり,江戸期に城下町の形成

が完了した様子が描かれていると想定し, 年代Ⅱから

Ⅲへの水路位置の変化として図3に示す。 
まず,図3-2の水路に注目すると,対象範囲の北西部で

は新しい水路が発生(図 3 黄線)している。収集資料か

らは,城下町と水路の建設時期は同時期か否かは判明

しなかったが,他の現存する街区と同様に街区外周水

路がある時期に整備されていることがわかる。一方で,
北東部では多くの水路が消失(図 3 赤線)している。特

に,街区㉞は,1950 年に竹田町立竹田幼稚園が建設さ

れ,2017 年には市立図書館が新築移転された 10)ため,水
路が保全されず,消失したと考えられる。また,南部に

は年代Ⅱの水路が多く残存(図 3 青線)している。これ

は,建物の新築行為等の開発行為が進行せず,水路の位

置が維持された為であると考えられる。 
4 総括                      
本稿その1では，年代ごとの敷地数の変化と,その要

因,水路の位置の変遷から, 街区形状の維持,変化の実態

を把握し,細分化における要件を明らかにした。 
【敷地数の変化からみる土地利用】敷地数の変化率で

特徴的であった街区の,武家屋敷,掛屋敷,裏屋敷の数,割
合を明らかにした。これにより,同一街区内の敷地数

に対し,掛屋敷および裏屋敷の占める割合が大きい街

区は町人地として位置づけられるなど,過去の土地利

用を推察した。 
【水路位置の変遷からみる街区の類型】水路の有無に

注目して街区を分類し,年代ごとの水路の件数の増減

を明らかにした。増加の要因として,通りに面しない

裏屋敷地での居住環境整備,火災による延焼防止,減少

の要因として,水路を延焼防止策として利用する必要

性が低下し,水路が消失,又は暗渠となったことが予想

された。 

以上より,竹田城下町の街区を,敷地割と水路変化の観

点から類型化した(表5,6)。 

しかし,城下町地区の細分化のための条件として,街
区ごとの特徴を捉えるにとどまっている。したがって,
その2では,同一街区内に混在している土地利用に注目

し,敷地のまとまりを明らかにすることで,より詳細な

城下町地区の細分化を試みる。さらに,細分化した城

下町地区に即したデザインコードを明らかにすること

を今後の課題とする。 
 
【補注】 
注1) 松本らは,景観計画によって定められた景観形成重点地区を対象とした。

しかし,同様に景観計画や重要文化財の保存地区計画などに示される区

域設定も細分化されることで, 景観特性や景観形成基準に即した,具体的

な解説が記述され易いことが考えられる。したがって,ここでは景観計

画区域や伝建地区といった区域設定を各種計画区域とした。 
注2) 都市計画法に定める景観地区ではなく,竹田市が景観計画によって独自

に定める地区。 
注3) 本研究で扱う年代とは,Ⅰ.1647～1666年 ,Ⅱ.1869年 ,Ⅲ.2023年の3年代であ

る。現存する古地図のうち,町内の敷地割が確認できる文献(表 1)を調査

に用い,文献の作成年を年代に引用した。 
注4) 竹田市景観計画において,水路は竹田城下町において重要な景観構成要

素とされる。また,城下町の街区構成や建築物の形態意匠等に影響を及

ぼしたとされる記載や調査の実態は確認できない。 
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番号 文献名称 年代 概要
6) 旧竹田市街図 1647～1666 町内(古町除く)の屋敷割,所有者名,表口の間数が記載
7) 總町絵図面 1869 町内の屋敷割,所有者名,掛・裏屋敷の別が記載
8) 竹田市地籍図 2023 町内の敷地境界線,道路,水涯線が記載

表6  水路の変遷による街区の分類 

表5  土地利用による街区の分類 
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